
 奈良県広域水道企業団公印規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第４３号 

   奈良県広域水道企業団公印規程の一部を改正する規程 

 奈良県広域水道企業団公印規程（令和６年１１月企業管理規程第３号）の一

部を次のように改正する。 

 第８条を第１０条とし、第７条の次に次の２条を加える。 

 （公印の印影印刷） 

第８条 施行する文書のうち件数が非常に多く、かつ、定例的又は定型的なも

のについては、保管責任者（企業長印にあっては、事務局長）の承認を受け

て、公印の押印に代え、公印の印影（その縮小したものを含む。以下同じ。

）を印刷することができる。 

２ 前項の場合において、事務局長の承認を受けようとするときは、公印印影

印刷協議書（第２号様式）を事務局長に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定により公印の印影を印刷した用紙類は、保管責任者において

厳重に保管し、その使用状況を公印印影印刷物受払簿（第３号様式）により

常に明らかにしておかなければならない。 

４ 第４条の規定は、第１項の規定により公印の印影を印刷した用紙類につい

て準用する。 

 （電子公印） 

第９条 施行する文書のうち電子計算機を利用して事務の処理を行うシステム

を用いて作成するもので、件数が非常に多く、かつ、定例的又は定型的なも

のについては、保管責任者（企業長印又は当該システムにおいて２以上の公

印を取り扱う場合における当該２以上の公印にあっては、事務局長）の承認

を受けて、公印の押印に代え、電子計算機に記録した公印の印影（以下「電

子公印」という。）を使用することができる 

２ 前項の場合において、事務局長の承認を受けようとするときは、電子公印

使用協議書（第４号様式）を事務局長に提出しなければならない。 

３ 電子公印の使用に当たっては、当該電子公印の偽造、不正な使用、漏えい、

滅失及び毀損の防止その他電子公印の適切な管理のために必要な措置を講じ

なければならない。 

４ 電子公印の偽造、不正な使用、漏えい、滅失、毀損その他の事故が判明し

たときは、直ちにその旨を事務局長に届け出なければならない。 

５ 電子公印の使用を廃止したときは、直ちに当該電子公印を電子計算機から



消去するとともに、その旨を公印保管者（企業長印又は当該システムにおい

て２以上の公印を取り扱う場合における当該２以上の公印にあっては、事務

局長）に届け出なければならない。 

６ 公印保管者は、第１項の規定による承認をしたとき又は前項の規定による

届出があったときは、その旨を事務局長に届け出なければならない。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

整理 

番号 
種類 

寸法（ミリ

メートル） 
ひな型 使用区分 保管責任者 

１ 企業団印 方２４ 
奈 良 県 広 

域 水 道 企 

業 団 之 印 
 

企業団名で発す

る文書 

総務部総務

課長 

２ 企業長印 方２４ 
奈良県広域 

水道企業団 

企業長之印 
 

企業長名で発す

る文書 

総務部総務

課長 

３ 企業長印 方２４ 

奈良県広域 

水道企業団 

企業長之印 

○○事務所 
 

企業長名で発す

る文書であって

、市町村事務所

、広域水道セン

ター又は水質管

理センターにお

いて施行するも

の 

市町村事務

所、広域水

道センター

又は水質管

理センター

の所長 

４ 企業長職務

代理者印 

方２４ 奈良県広域 

水道企業団 

企業長職務 

代理者之印 
 

企業長職務代理

者名で発する文

書 

総務部総務

課長 

５ 企業長職務

代理者印 

方２４ 

奈良県広域 
水道企業団 
企業長職務 
代理者之印 

○○事務所 
 

企業長職務代理

者名で発する文

書であって、市

町村事務所、広

域水道センター

又は水質管理セ

市町村事務

所、広域水

道センター

又は水質管

理センター

の所長 



ンターにおいて

施行するもの 

６ 事務局長印 方２１ 
奈良県広域 

水道企業団 

事務局長印 
 

事務局長名で発

する文書 

総務部総務

課長 

７ 企業出納員

印 

方１８ 奈 良 県 広 

域 水 道 企 

業 団 企 業 

出 納 員 印 
 

企業出納員名で

発する文書 

企業出納員 

 別記様式を第１号様式とし、同様式の次に次の３様式を加える。 

  



第２号様式（第８条関係） 

第     号 

年  年  日 

 事務局長  殿 

課（所）長  

公印印影印刷協議書 

 次のとおり公印の印影を印刷したいので協議します。 

公印の名称  

印刷物の名称  

印刷枚数  

使用期間     年  月  日から 

 

    年  月  日まで 

印刷時の公印の色             色 

印刷時の公印の寸法  実寸大 ・ 縮小（縦   ㎜×横   ㎜） 

 

 

印刷する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第３号様式（第８条関係） 

公印印影印刷物受払簿 

印刷物の名称  

月日 交付先 受 

枚数 

払 

枚数 

廃棄 

枚数 

残 

枚数 

取扱者 

印 

責任者 

印 

備考 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

  



第４号様式（第９条関係） 

第     号 

年  年  日 

 事務局長  殿 

課（所）長  

電子公印使用協議書 

 次のとおり電子公印を使用したいので協議します。 

システムの名称  

公印の名称  

出力する帳票の名称  

使用開始時期       年   月   日から 

出力時の公印の色             色 

出力時の公印の寸法  実寸大 ・ 縮小（縦   ㎜×横   ㎜） 

 

 

出力する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

偽造、不正使用、漏

えい、滅失、毀損の

防止等の措置 

 

 

  



   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


